日 夕 苑 節 電 計 画

	節電の場所等
	対　策　内　容

	ハウス

食堂エアコン


	食事の前後１時間のみエアコンをつける。

（昨年同様）。設定温度は２８℃。

出入り口に網戸を取り付ける。

	ハウス

２F～５F廊下
	網戸導入によりエアコンを使用しない場合、熱中症対策の必要大。

外気温が高い場合・雨天の場合などに備え、使用方法を決めておく。

	ハウス

廊下・トイレ前


	入浴時間最終の１９時以降消灯

東廊下は通常は消灯。

トイレの便座の電源はOFF。衛生面を考慮し、ウォシュレットは使用可能とする。

	ハウス

居室
	布団乾燥は７月～９月は行わない。

温水器の電源はＯＦＦにし、使用しないよう協力のお願いする。

	女子更衣室


	デイ女子職員の入浴介助後着替えるため熱中症に配慮した使用をする。

扇風機を使用する。

着替えはデイサービス浴室で行う。

	ハウス　事務室


	休憩中の照明は消灯

照明の間引き（５か所のうち１か所）

　スッポト照明の利用（デスクライトなど）

　作業効率がダウンしない程度

エアコンよりドライにする。

夜間のコピー機の待機電源は使用しない。

１８：５０に職員は完全退社となるように業務を行う。

	理事長室
	６カ所ある照明を２／３にする。

	宿直室
	テレビのプラグをコンセントから抜く。

職員休憩時は扇風機を使用する。

	館内空調
	網戸を使用することにより風通しがよくなり、

２８℃より引き上げ可能な場所がある。（時間帯によっては使用しなくてもよい）

すだれ・ブラインドを使用し、日射を遮り、館内の温度を下げる。（ハウス５Fは下階からの熱気があるため特にすだれ必要）

室外機に日よけをつけ、直射日光を遮る。

使用していない在支などはエアコンを使用しない。

エアコンのフィルター清掃（効果を上げるには２週間に１回が目安）

	ハウス　

２F～５Fランドリー
	洗濯機・乾燥機のプラグをコンセントから抜き、乾燥機は目詰まりをまめに除去する



	ハウス

２F～５F廊下
	電灯を１つおきにし、１/２に調整する。



	ハウス　談話室

ハウス　トイレ
	ＬＥＤ電灯に替え、照明数を１／２にする。

手洗いの照明をＬＥＤ電灯に取り替える

	エレベーター
	職員はエレベーターを使用しない。

	玄関前照明

野点看板

苑庭・駐車場外灯
	玄関前のオレンジの電灯は1/2にて使用。

点灯時間の短縮。

消灯時間の検討（安全確保が原則）

	ユニホーム
	クールビスとして期間限定、ルールを設けてポロシャツなどの着用を検討する。（事務服の場合）

	デイルーム
	利用者がいないときは消灯し業務をする。

エアコンの設定温度を１℃上げる

エアコン使用時はカーテンを閉める

換気扇は夕方止める。

エアコンの使用は控え窓を開けるようにする。

	デイ事務所
	パソコンの電源を消す。

送迎時など職員が不在の時は消灯する。

	ハートホール
	エアコンの設定温度は２８℃。

業務中の熱中症に配慮し、時間帯・メニューにより設定温度は変更する。

	ハートホール
	冷蔵・冷凍庫の開閉時間を短くする。
　温かいものを入れない。

　物を入れすぎない。

	ハートホール
	オーブンの保温時間を短縮し、１０分程度にする。

	ハートホール
	給湯器の設定温度を２℃下げる。

	自動販売機
	設置業者への協力を呼びかける。

	職員へ

来苑者へ
	職員に節電の必要性と具体案を周知し、徹底し実行する。

節電担当者を任命する。

節電担当者は、節電パトロールを行う。

節電のお知らせと呼びかけを行う。

	ホームページ
	節電計画を公表し、節電ステッカーなどで呼びかけ

	入居者さん

利用者さん
	熱中症などに配慮し、節電ステッカーなどでの呼びかけと協力をお願いしていく。
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